平成2３年4月
中野区都市基盤部建築行政担当
都市計画法第53条第1項の許可申請手続きについて

Ａ．土地区画整理事業を施行すべき区域（上鷺宮地区）
　１．建築計画

　　①　除却、移転が可能な簡易な建築計画

　　　・階数が２以下で、かつ、地階を有しないこと。

　　　・主要構造部（建築基準法第２条第５号に定める主要構造部をいう。）が、木造、鉄骨造、

　　　　コンクリートブロック造、その他これらに類する構造。

　　②　上記①の要件を欠く建築計画（地下ありなど）
　　　・計画内容について、都市計画担当（９階３番窓口、内線5814）と事前打ち合わせをして
　　　　下さい。

　２．申請書類　　
　　①　上記１の①の場合

　　　許可申請書と許可書のそれぞれに下記の図書（aからg）を添付して下さい。
　　　　a．建築計画概要書の1面及び２面　　b．案内図　　c．配置図　　d．各階平面図　　
　　　　e．２面以上の断面図　　f．委任状　　g．確約書
　　h．その他(敷地求積、建築面積・各階床面積求積図、各種高さ制限の判断のできる図面)
　　②　上記１の②の場合　＊意見照会のため、都市計画担当用の図書がプラスされます。
　　　(い) 許可申請書と許可書のそれぞれに下記の図書（aからg）を添付して下さい。
　　　　a．建築計画概要書の1面及び２面　　b．案内図　　c．配置図　　d．各階平面図　　
　　　　e．２面以上の断面図（計画線からの離れを明示する）　　f．委任状　　g．確約書
　　　　h．その他(敷地求積、建築面積・各階床面積求積図、各種高さ制限の判断のできる図面)

　　　(ろ) 都市計画担当用
　　　　・許可申請書（添付図書（aからh）を含む）のコピーを１部

　　　　・許可申請書の表書きのコピーに案内図と配置図を１部
Ｂ．都市計画道路、都市計画河川
　１．建築計画

　　除却、移転が可能な簡易な建築計画

　　・階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと。　＊道路は例外で、３階有り。
　　・主要構造部（建築基準法第2条第5号に定める主要構造部をいう。）が、木造、鉄骨造、

　　　コンクリートブロック造、その他これらに類する構造。

　２．申請書類　

　　許可申請書と許可書のそれぞれに下記の図書（aからｆ）を添付して下さい。
　　　a．建築計画概要書の1面及び２面　　b．案内図　　c．配置図　　d．各階平面図　　
　　　e．２面以上の断面図　　f．委任状
　　　g．その他(敷地求積、建築面積・各階床面積求積図、各種高さ制限の判断のできる図面)

C．都市計画道路、都市計画河川の計画線照会用図書

　　a．建築確認申請の第1から３面のコピー　　b．案内図　　c．配置図
　　d．現況測量図（Cの配置図に境界等の明示がある場合は省略可能）　　e．求積図
　　f．２面以上の断面図（計画線からの離れを明示する）

· 添付図面は縮小印刷ではなく、オリジナルサイズでお願いします。









